
合板についての検査方法の一部を改正する件 新旧対照表

○合板についての検査方法（平成１５年３月２８日農林水産省告示第５３９号） （下線部分は改正部分）

改正案 現行

１ （略） １ （略）

２ 検査を分けて理化学検査（連続煮沸試験、スチーミング繰返し試験、減圧加圧試験、煮沸繰返 ２ 検査を分けて理化学検査（連続煮沸試験、スチーミング繰返し試験、減圧加圧試験、煮沸繰返

し試験、スチーミング処理試験、温冷水浸せき試験、１類浸せき剝離試験、２類浸せき剝離試験 し試験、スチーミング処理試験、温冷水浸せき試験、１類浸せき剝離試験、２類浸せき剝離試験

、含水率試験、ホルムアルデヒド放散量試験、防虫処理試験、曲げ剛性試験、平面引張り試験、 、含水率試験、ホルムアルデヒド放散量試験、防虫処理試験、曲げ剛性試験、平面引張り試験、

寒熱繰返し試験、耐アルカリ試験、曲げ試験、面内せん断試験、耐水性試験、湿熱試験、摩耗試 寒熱繰返し試験、耐アルカリ試験、曲げ試験、面内せん断試験、耐水性試験、湿熱試験、摩耗試

験、引きかき硬度試験、衝撃試験、汚染試験、耐酸試験又は耐シンナー試験に係る検査をいう。 験、引きかき硬度試験、衝撃試験、退色試験、汚染試験、耐酸試験又は耐シンナー試験に係る検

以下同じ。）及び外面検査（検査であって理化学検査以外のものをいう。以下同じ。）とする。 査をいう。以下同じ。）及び外面検査（検査であって理化学検査以外のものをいう。以下同じ。

）とする。

３～９ （略） ３～９ （略）


